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(57)【要約】
【課題】 電話番号をメールアドレスに使用する簡易メ
ール（ＳＭＳメール）を利用して、電子メールアドレス
等の通知情報を簡単な操作で通信相手へ通知できる電話
装置を提供する。
【解決手段】 通話中または待機中に特定操作を検出す
ると、ＳＭＳメール生成部１８は、相手電話番号記憶部
１７に保持された当該通話相手の電話番号を用いてＳＭ
Ｓメールアドレスを生成すると共に、通知情報記憶部１
６に記憶されている所定の通知情報をＳＭＳメール本文
に挿入し、当該通信相手へ自動的にＳＭＳメールを送信
する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電話番号をメールアドレスに使用する簡易メールを利用して所定の情報を通信相手へ通
知する電話装置であって、
　通知すべき情報を記憶する通知情報記憶手段と、簡易メールを送信する簡易メール送信
手段と、通話中または最後の通話の相手電話番号を記憶する相手電話番号記憶手段と、を
有し、
　通話中または通話終了後に予め定められた特定操作が為された場合に、
　前記簡易メール送信手段は、前記相手電話番号記憶手段に記憶された電話番号をメール
アドレスに含み、前記通知情報記憶手段に記憶されている所定の通知情報をメール本文に
含む簡易メールを自動的に生成して送信することを特徴とする情報通知機能を有する電話
装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の電話装置において、
　前記通知情報記憶手段に記憶される情報は、１以上の電子メールアドレスまたはＵＲＬ
（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）または電話番号またはその他の
個人情報であって、
　前記簡易メール送信手段は、前記予め定められた特定操作の操作内容に応じて、前記通
知情報記憶手段に記憶された電子メールアドレスまたはＵＲＬまたは電話番号またはその
他の個人情報のいずれかを選択し、前記選択した情報をメール本文に含む簡易メールを自
動的に生成することを特徴とする情報通知機能を有する電話装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の電話装置において、
　前記簡易メールの送信を許可または禁止する電話番号を登録する許可電話番号登録手段
をさらに有し、
　前記簡易メール送信手段は、簡易メールを送信する際に、当該簡易メールの送信先の電
話番号が前記許可電話番号登録手段を参照し、簡易メールの送信が許可された電話番号で
あった場合に、当該簡易メールを送信することを特徴とする情報通知機能を有する電話装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子メールアドレスまたはＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌ
ｏｃａｔｏｒ）または電話番号またはその他の個人情報を簡単な操作で通信相手へ通知で
きる電話装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、通信相手へ自分の電子メールアドレス等を電話で伝達するには、口頭で電子メー
ルアドレス等を読み上げて伝達するのが通例であり、面倒であると共に、情報伝達ミスの
恐れもあった。
【０００３】
　これを改善する技術として、加入者情報を保持する携帯電話の基地局を介して相手に自
分のメールアドレス等を伝達する技術がある（例えば特許文献１）。
　しかしながら、特許文献１に記載された技術では、携帯電話の基地局を介するため、基
地局と自端末と相手端末の各々が当該機能を有する必要があり、汎用性に欠けるという欠
点があった。
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－３０４５７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　本発明の課題は、上記欠点を解決するために、電話番号をメールアドレスに使用する簡
易メール（例えばショートメッセージサービス）を利用して、電子メールアドレス，ＵＲ
Ｌ，電話番号，その他の個人情報を、簡単な操作で通信相手へ通知できる電話装置を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明は、電話番号をメールアドレスに使用する簡易メー
ルを利用して所定の情報を通信相手へ通知する電話装置であって、通知すべき情報を記憶
する通知情報記憶手段と、簡易メールを送信する簡易メール送信手段と、通話中または最
後の通話の相手電話番号を記憶する相手電話番号記憶手段と、を有し、通話中または通話
終了後に予め定められた特定操作が為された場合に、前記簡易メール送信手段は、前記相
手電話番号記憶手段に記憶された電話番号をメールアドレスに含み、前記通知情報記憶手
段に記憶されている所定の通知情報をメール本文に含む簡易メールを自動的に生成して送
信することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、通信相手へ電子メールアドレス等の情報を電子データで通知するので
、口頭で情報伝達する手間が不要で、情報伝達ミスの恐れが少ない、伝達された通信相手
も電子データで情報を入手できるのでそのまま電子アドレス帳に登録できる、等の利点が
ある。
【０００８】
　また、端末間で標準的なＳＭＳ（ショートメッセージサービス）メール等の簡易メール
を利用するので、基地局や電話局側での特別な処理は不要であり、相手端末およびネット
ワーク設備は汎用の端末および設備で良いという利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態について、ＳＭＳメールを例に、図面を用いて説明する。
　図１は、本発明による情報通知機能を有する電話装置のブロック構成図（本装置と略す
こともある）であって、１は本発明の情報通知機能を有する電話装置（本装置と略すこと
もある）、２はＳＭＳメール通信機能を有する通信相手の携帯電話機、３は携帯電話網で
ある。
【００１０】
　本装置１は、電話発着信およびメール送受信に係る通信制御部１０、アンテナ１１、無
線通信部１２、送受話に係る通話部１３、表示部１４、操作部１５、通知情報記憶部１６
、相手電話番号記憶部１７、ＳＭＳメール生成部１８、ＳＭＳメール送信部１９、許可電
話番号登録部２０から成る。
【００１１】
　本装置１は、携帯電話網３に繋がる無線電話機として図示しているが、固定電話網（図
示せず）に繋がる固定電話機であってもよく、その場合は無線通信部１２を固定電話網に
繋がる有線通信部に変更すればよい（詳細な説明は省略する）。
【００１２】
　図２は、ＳＭＳメールにより通信相手の携帯電話機２へ伝達すべき通知情報を選択する
メニュー表示例であって、本装置１の表示部１４に表示される。このメニューは、通知情
報記憶部１６に記憶された通知情報とリンクしている。なお、通知情報記憶部１６への通
知情報の登録は、操作部１５から手入力設定してもよいし、所定の受信メールから自動設
定してもよいし、パソコン等の外部入力機器（図示せず）から設定してもよい。
【００１３】
　図３は、「＃」を含む特定キー操作による特定操作の例を示す。なお、特定操作は、Ｓ
ＭＳメール送信に係わる専用のキー操作であってもよい。
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【００１４】
　図４は本装置１の動作フローチャートである。以下、図１，図２，図３を併用しながら
，図４により、本装置１の動作フローを説明する。
【００１５】
　本フローは、本装置１の電源が投入された時点でスタートし（Ｓ３０１）、待機中は発
着信検出（Ｓ３０２）と特定操作検出（Ｓ３１０）を繰り返している。
　操作部１５からの発信操作または無線通信部１２からの着信を検出すると（Ｓ３０２，
ＹＥＳ）、通信制御部１０は発着信または通話に係る処理を実行する（Ｓ３０３）。通信
相手である携帯電話機２との接続が完了すると送話器と受話器を含む通話部１３を介して
相手との通話が可能となる（通話処理に係る詳細は割愛する）。
【００１６】
　ここで、通信相手との接続が完了した段階で、通信制御部１０は当該通信の相手電話番
号を相手電話番号記憶部１７に転送し、相手電話番号記憶部１７は次の電話番号が転送さ
れるまで当該電話番号を保持しておく。なお、当該通信の相手電話番号とは、発信の場合
における自装置が発信した電話番号、または着信における通信相手の装置から通知される
発信元電話番号である。
【００１７】
　通話中に特定操作を検出（Ｓ３０５，ＹＥＳ）または待機中に特定操作を検出（Ｓ３１
０，ＹＥＳ）すると、ＳＭＳメール生成部１８は、相手電話番号記憶部１７に保持された
電話番号を読出し（Ｓ３０７）、その電話番号が許可電話番号として許可電話番号登録部
２０に登録されたものであれば（Ｓ３０８，ＹＥＳ）、その電話番号でＳＭＳメールアド
レスを生成する（Ｓ３１１）。その電話番号が許可電話番号として許可電話番号登録部２
０に登録されていないなら（Ｓ３０８，ＮＯ）、送信先が不許可な相手である旨を表示部
１４に表示して、Ｓ３０６に進む。
　通常、ＳＭＳメールのアドレスは当該電話番号そのものである。特定操作としては、例
えば、図３に示した「＃０」，「＃＃」，「＃９」である。
【００１８】
　Ｓ３１１の次に、ＳＭＳメール生成部１８は、通知情報記憶部１６に記憶されている通
知情報の選択メニューを、通信制御部１０を介して表示部１４に表示させる（Ｓ３１２）
。ここで、選択メニューの例は、図２に示した通りである。
　操作者が表示された選択メニューを見ながら、操作部１５を操作して所望の通知情報を
入力すると（Ｓ３１３）、ＳＭＳメール生成部１８は、選択メニューに対応した情報を通
知情報記憶部１６の中から検索し、検索した通知情報をＳＭＳメール本文に挿入する（Ｓ
３１４）。
【００１９】
　なお、図４では、詳細を割愛しているが、例えば、特定操作が「＃０」だった場合は、
当該特定操作だけで通知情報も特定されるので、Ｓ３１２をスキップしてもよい。また、
特定操作が「＃９」だった場合は、Ｓ３１３において、全文の文字入力が完了してからＳ
３１４に進む。
【００２０】
　こうして生成したＳＭＳメールの内容を、一旦、表示部１４に表示し（Ｓ３１５）、操
作者が内容を確認した上で送信操作すると（Ｓ３１６，ＹＥＳ）、生成したＳＭＳメール
を通信相手である携帯電話機２へ送信する（Ｓ３１７）。なお、Ｓ３１６において、一定
時間キー操作なしの場合は「送信してもよい」と判断して、自動的にＳ３１７に進むよう
にしてもよい。
【００２１】
　もし、選択ミス等によりＳ３１６でＮＯであった場合は、Ｓ３１２に戻ってＳ３１２以
降をやり直す。
【００２２】
　通話が終了すると（Ｓ３０６，ＹＥＳ）、Ｓ３０２に戻って待機状態に復帰する。通話
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が終了していなければ（Ｓ３０６，ＮＯ）、Ｓ３０５に戻り、再度、特定操作があれば（
Ｓ３０５，ＹＥＳ）、ＳＭＳメール送信に係る処理を繰り返す。この繰り返しにより、複
数の通知情報を同じ相手へ送信することも可能である。
【００２３】
　ところで、Ｓ３０５，Ｓ３１０で検出する特定操作は、専用のキーを設定してもよく、
「＃」や「＊」を含む特定キー操作でもよい。この辺りの、特定操作に対応した表示内容
や入力操作に係る処理は適宜変形可能である。
【００２４】
　以上説明した通り、本発明によれば、通話中または通話終了直後に、簡単な特定操作を
するだけで、所定の通知情報を含むＳＭＳメールを通信相手に送信できる。
　なお、ＳＭＳメールで送信できる本文は、例えば最大７０文字（半角１６０文字）に制
限されるが、電子メールアドレスやホームページのＵＲＬまたは電話番号を送信する分に
は問題ない。さらに、パスワードや各種のＩＤ等の個人情報を送信することも可能である
。
【００２５】
　これにより、例えば、顧客の携帯電話から着信し、問合せを受けた担当者が所定のＷｅ
ｂサイトのＵＲＬや担当者のメールアドレス，電話番号等を、簡単な特定操作をするだけ
で、顧客にＳＭＳメールによる情報案内が可能である。
【００２６】
　また、社員が携帯電話で出先からオフィスに電話し、電話に出た人を介して、着信した
電話装置内に登録されている特定の社員や顧客のメールアドレス，電話番号，居場所等を
通知してもらうことも可能である。
【００２７】
　さらに、災害時に安否情報サイトや伝言板サービスのＵＲＬや連絡先を、電話を掛けて
きた社員，家族，顧客等に通知することも可能である。
【００２８】
　ところで、図１において、本装置および通信相手共、携帯電話を例に説明しているが、
本発明はこれに限定されない。ＳＭＳメール通信機能を有していれば、本装置および通信
相手の端末は通常の固定電話網に繋がる固定電話機であってもよい。
【００２９】
　本装置が固定電話網に繋がる固定電話機であって、相手端末がＳＭＳメール通信機能を
有する携帯電話機であった場合、送信先の携帯電話機の番号が、例えば、「０９０－１２
３４５６７８」であれば、ＳＭＳメール生成部１８がＳ３１１で生成するＳＭＳメールア
ドレスを「１２３４５６７８＠＊＊．ＪＰ（＊＊は携帯通信業者のドメイン」とすればよ
い。
【００３０】
　この場合、上記生成したＳＭＳメールの送信先は携帯通信業者のＳＭＳセンタであって
、前記ＳＭＳセンタは固定電話機からのＳＭＳメールを携帯電話へのＳＭＳメールに変換
して転送する。
【００３１】
　さらに、図示しないが、本装置は、複数の内線電話機から成るビジネスホンであっても
よい。この場合、本発明のＳＭＳメール送信に係る機能は、複数の内線電話機を収容する
主装置に実装し、通知情報記憶部１６や相手電話番号記憶部１７は、複数の内線電話機に
対応して設定すればよい。
【００３２】
　さらに、前記ビジネスホンにおいて、代表着信の場合には、通知する情報を特定Ｗｅｂ
のＵＲＬに限定したり、メールアドレス通知は電話帳または許可ＤＢに登録された電話番
号の相手に限定したりすることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
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【図１】本装置１のブロック構成図
【図２】選択メニューの例
【図３】特定操作の例
【図４】本装置１の動作フローチャート
【符号の説明】
【００３４】
１・・・本発明の情報通知機能を有する電話装置
２・・・通信相手の携帯電話機
３・・・携帯電話網
１０・・・通信制御部
１１・・・アンテナ
１２・・・無線通信部
１３・・・通話部
１４・・・表示部
１５・・・操作部
１６・・・通知情報記憶部
１７・・・相手電話番号記憶部
１８・・・ＳＭＳメール生成部
１９・・・ＳＭＳメール送信部
２０・・・許可電話番号登録部

【図１】 【図２】

【図３】
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